入院患者（入所者）の皆様へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　病院(施設)長
不在者投票について

令和８年２月８日(日)は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
当病院(施設)は、不在者投票指定施設ですので、当病院(施設)で不在者投票ができます。

手続は病院(施設)が代行しますので、病院(施設)内での投票を希望される方は、依頼書に必要事項を記入して提出してください。

切り取り線
不在者投票手続依頼書
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（注）　１　衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査は、令和８年２月８日(日)です。従いまして、不在者投票期間中である令和８年１月２８日(水)～令和８年２月７日(土)に入院(入所)されている方が対象となりますので、それまでに退院(退所)される方は当病院(施設)での投票はできません。

　　　　２　点字投票をされる人は、備考欄に「点字」と記入してください。


